
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極材料が両面に塗布され且つ前記正極材料の非塗布部分が１辺から延出した正極集電
体からなる複数の正極と、負極材料が前記正極材料よりも大面積で両面に塗布され且つ前
記負極材料の非塗布部分が１辺から延出した負極集電体からなる複数の負極とを、

セパレータを介して交互に積層した電池要素を有し、前記正極材料の非塗布
部分の先端部を重ねて正極リードに接続するとともに、前記負極材料の非塗布部分の先端
部を重ねて負極リードに接続した積層型電池において、
　

　

　前記正極の、前記正極リードとの接続部側での前記正極材料の塗布部の端から前記正極
リードとの接続部までの間隔をｂ、前記負極リードとの接続部側での前記正極の端から前
記負極リードとの接続部までの間隔をｃとしたとき、
　ｃ＜ｂ
であることを特徴とする積層型電池。
【請求項２】
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薄い樹
脂膜からなる

前記先端部が前記正極リードに重ねて接続された前記正極材料の非塗布部分間には、前
記負極および前記セパレータが介在し、

前記先端部が前記負極リードに重ねて接続された前記負極材料の非塗布部分間には、前
記セパレータのみが介在し、

少なくとも前記正極材料の非塗布部分間に介在している前記正極リード側の前記負極の
負極材料塗布端は、塗布膜の上から切断されてなる切り口を有し、



　

【請求項３】
　前記正極リードとの接続部側での、前記負極の端から前記正極と前記正極リードとの接
続部までの間隔をｐとしたとき、
　０．８ｐ＜ｃ＜１．２ｐ
である、請求項１に記載の積層型電池。
【請求項４】
　前記正極および前記負極は、前記正極材料の非塗布部と前記負極材料の非塗布部とが互
いに対向する辺から延出するように積層されている請求項１ないし３のいずれか 1項に記
載の積層型電池。
【請求項５】
　前記電池要素は、フィルムからなり前記電池要素を収納する収納室を形成するためのカ
ップ部が形成された外装材の内部に減圧封止され、かつ、前記カップ部内で前記正極集電
体の前記正極材料が塗布された領域を前記負極リード側に偏らせて配置されている請求項
４に記載の積層型電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の正極と負極とを、セパレータを介して積層した電池要素を外装材で気
密封止（以下、単に「封止」という）した積層型電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、大電流の充放電を行うことを目的として、それぞれ金属箔からなる複数の正極集
電体と複数の負極集電体とを、セパレータを介して積層した電池要素を用い、それに接続
された正極リードと負極リードとを外装材から引き出した構成の電池が提案されている。
このような積層型の電池においては、これらのリードに、積層された電極から引き出され
た金属箔を集めて接続する接続部を設ける必要があり、接続方法としては溶接、特に超音
波溶接が良く使われる（特許文献１参照）。
【０００３】
　また最近、外装材としてフィルムを用い、重量的、サイズ的に有利な電池とすることが
知られている。この種の電池のほとんどは、外装材の一つの辺から正負両極のリードを引
き出しており、金属箔とリードとの接続部は、当然のことながら電極積層部から同じだけ
離間した位置となっている。
【０００４】
　一方、リチウムイオン二次電池などにおける集電体としては、電気化学的特性面やコス
ト面から、正極の集電体にはアルミニウム箔、負極の集電体には銅箔がよく使われる。こ
の両者は導電率が異なるため、銅箔に対してアルミニウム箔の方を厚くした組み合わせで
両者を使うことが多い。
【特許文献１】特開２００１－１２６６７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した積層型電池においては、スペース効率向上の観点から考えれば、電極積層部か
らリードまでのサイズは充放電に寄与しない部分であり、リードと金属箔との接続部は、
電極積層部になるべく近くすることが好ましい。しかしその一方で、以下のようなことも
考慮する必要がある。
【０００６】
　電極積層部における集電体の積層枚数が増えると、接続部において溶接すべき金属箔の
枚数が増え、これらを確実に溶接するためには、溶接装置の出力をそれだけ強く設定する
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少なくとも前記負極リード側の前記負極の負極材料塗布端は、塗布時に負極合剤の流れ
を止めることによって形成されてなるものである請求項１に記載の積層型電池。



必要がある。また、電極積層部の厚みが増すにしたがって、接続部ではリードに対する金
属箔の角度差が大きくなるため、接続部の根元で、金属箔が鋭く曲がることによる箔切れ
が生じやすくなる。特に、正極および負極の合計枚数がおおよそ３０枚以上となるような
場合には、超音波溶接において、リード側にアンビルを、金属箔側にホーンを当てて溶接
すると、リードに対して角度がついた金属箔と接続部の境目で箔切れが生じやすい。この
ことから、積層枚数が多くなればなるほど、リードに対する金属箔の角度を緩和するため
に、接続部は電極積層部から離間させるのが望ましい。
【０００７】
　接続部の位置は、スペース効率向上と箔切れの問題との間でバランスを取りつつ設計す
る必要がある。しかし、従来広く知られている積層型電池では、前述のとおり、一つの辺
から正極および負極のリードを引き出していることから、正極側および負極側の箔切れを
起こしやすい方を基準にして接続部の位置を設計し、ひいてはリード引き出し部の位置を
決めていたため、その分スペース効率が損なわれていた。従来の積層型電池の中には、正
極側のリードと負極側のリードを互いに対向する辺から引き出した構成としたものもある
が、この場合においてもリード引き出し部の位置は上述した考えに基づいて設計されてお
り、正極側と負極側で引き出し位置を独立して設計し、スペース効率の最適化を図った例
は従来ない。
【０００８】
　本発明はこのような背景のもと、正極と負極との積層枚数が多い場合であっても、リー
ドへの溶接の際の箔切れを防止しつつ、充放電に寄与しない部分のサイズを縮小し、スペ
ース効率を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らが鋭意検討した結果、電極積層部のうち曲がりにくい領域の境界が、正極の
引き出し側では負極端に存在し、一方、負極の引き出し側では正極端に存在することを見
出し、本発明に至った。
【００１０】
　すなわち本発明の積層型電池は、正極材料が両面に塗布され且つ前記正極材料の非塗布
部分が１辺から延出した正極集電体からなる複数の正極と、負極材料が前記正極材料より
も大面積で両面に塗布され且つ前記負極材料の非塗布部分が１辺から延出した負極集電体
からなる複数の負極とを、セパレータを介して交互に積層した電池要素を有し、前記正極
材料の非塗布部分の先端部を重ねて正極リードに接続するとともに、前記負極材料の非塗
布部分の先端部を重ねて負極リードに接続した積層型電池において、
　

　

　前記正極の、前記正極リードとの接続部側での前記正極材料の塗布部の端から前記正極
リードとの接続部までの間隔をｂ、前記負極リードとの接続部側での前記正極の端から前
記負極リードとの接続部までの間隔をｃとしたとき、
　ｃ＜ｂ
であることを特徴とする。
【００１１】
　このように、正極および負極について電池要素からリードとの接続部までの間隔を規定
することにより、充放電に寄与しない部分での寸法が最適化される。
【００１２】
　上記積層型電池において、

極リードと
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前記先端部が前記正極リードに重ねて接続された前記正極材料の非塗布部分間には、前
記負極および前記セパレータが介在し、

前記先端部が前記負極リードに重ねて接続された前記負極材料の非塗布部分間には、前
記セパレータのみが介在し、

少なくとも前記正極材料の非塗布部分間に介在している前記
正極リード側の前記負極の負極材料塗布端は、塗布膜の上から切断されてなる切り口を有
し、少なくとも前記負極リード側の前記負極の負極材料塗布端は、塗布時に負極合剤の流
れを止めることによって形成されてなるものであることが好ましい。また、正



の接続部側での、負極の端から正極と正極リードとの接続部までの間隔をｐとしたとき、
　０．８ｐ＜ｃ＜１．２ｐ
であることが好ましい。
【００１３】
　また、正極および負極を、正極材料の非塗布部と負極材料の非塗布部とが互いに対向す
る辺から延出するように積層した構成とすることで、正極リードおよび負極リードの延出
する方向でのサイズを小さくすることが可能となる。さらにこの場合、電池要素を、フィ
ルムからなり電池要素を収納する収納室を形成するためのカップ部が形成された外装材の
内部に減圧封止し、かつ、カップ部内で正極集電体の正極材料が塗布された領域を負極リ
ード側に偏らせて配置した構成とすることにより、電池要素の変形しにくい領域をカップ
部の底部に確実に位置させることが可能となる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、正極側と負極側とでリードの接続位置がそれぞれ独立して最適化され
るので、正極と負極との積層枚数が多い場合であってもリードへの溶接の際の箔切れを防
止しつつ、充放電に寄与しない部分のサイズが縮小され、スペース効率を向上させること
ができる。
【００１５】
　また、正極リードと負極リードとが互いに対向する向きに延出するように構成された積
層型電池においては、電池要素をフィルムからなる外装材内に減圧封止する場合、外装材
に電池要素収納用のカップ部を形成し、かつ、このカップ部内で電池要素を負極リード側
に偏らせて配置することで、外装材への皺の発生を抑制し、良好な外観の積層型電池とす
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態による積層型電池の分解斜視図であり、本実施形態ではリ
チウムイオン二次電池を想定している。
【００１８】
　本実施形態の積層型電池１は、複数の正極および負極を積層した構造を有する略直方体
状の電池要素２と、電池要素２の正極および負極にそれぞれ接続された正極リード３およ
び負極リード４と、正極リード３および負極リード４の一部を延出させて電池要素２を封
止する外装材５，６とを有する。
【００１９】
　電池要素２は、複数の正極と複数の負極とが、セパレータを介して交互に積層されて構
成されており、これらが積層された部分であり電解液を含む電極積層部２ａと、正極リー
ド３および負極リード４との接続をそれぞれ中継する正極中継部２ｂおよび負極中継部２
ｃとを有する。正極中継部２ｂおよび負極中継部２ｃは、電極積層部２ａを構成する正極
および負極からそれぞれ一体に延びた部分であり、正極中継部２ｂと負極中継部２ｃとは
、電池要素２の互いに反対側の辺から延びている。すなわち、正極リード３および負極リ
ード４は、積層型電池１の互いに対向する方向へ引き出されている。なお、電池要素２の
詳細な構成については後述する。
【００２０】
　セパレータは、ポリオレフィン等の熱可塑性樹脂から作られた、マイクロポーラスフィ
ルム（微多孔フィルム）、不織布あるいは織布など、電解液を含浸することができるシー
ト状の部材を用いることができる。
【００２１】
　外装材５，６は、電池要素２をその厚み方向両側から挟んで包囲する２枚のラミネート
フィルムからなり、これらの重なり合った周縁部を熱融着することで、電池要素２が封止
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されている。また、外装材５，６には、電池要素２を包囲する空間である収納部を形成す
るために、それぞれ鍔付きのカップ状に加工されている。この加工は、深絞り成形によっ
て行うことができる。
【００２２】
　また、図１では２枚の外装材５，６で電池要素２をその厚み方向両側から挟んで周囲の
４辺を熱融着して構成した例を示したが、それに限らず、１枚のフィルム状の外装材を２
つ折りにして電池要素２を挟み、開放している３辺を熱融着することによって電池要素２
を封止する構成としてもよい。
【００２３】
　次に、正極中継部２ｂ近傍の詳細な構造および負極中継部２ｃ近傍の詳細な構造につい
て、それぞれ図２および図３を参照して説明する。
【００２４】
　なお、前述したように、本実施形態はリチウムイオン二次電池を想定しており、負極に
おける負極材料塗布部の面積は、正極における正極材料塗布部の面積より大きくなってい
る。つまり、負極材料塗布端２２ａは、正極材料塗布端１２ａよりも外側に位置している
。このオーバー量は、０．５～２ｍｍが好ましい。また、これに伴い、正極１０と負極２
０とのショートを防止するため、セパレータ３０の端であるセパレータ端３１は、負極材
料塗布端２２ａよりもある程度外側に位置している。このオーバー量は、０．５～２ｍｍ
が好ましい。
【００２５】
　まず、正極側の構造について、図２を参照して詳細に説明する。
【００２６】
　正極１０は、アルミニウム箔からなりその両面の主要部分に正極材料が塗布された正極
集電体１１を有する。正極集電体１１は、電極積層部２ａの領域においてはその大部分が
、正極材料が両面に塗布された正極材料塗布部１２となっており、また、正極集電体１１
の１辺からは、正極材料が塗布されていない部分である非塗布部１３が延びている。この
非塗布部１３は、セパレータ端３１より外側に所定量離間した位置で、金属平板からなる
正極リード３の上に積み重ねた状態で集められ、溶接によって接続されている。この正極
集電体１１の非塗布部１３と正極リード３との接続部４０の位置を決めるにあたって、以
下のような注意が必要である。
【００２７】
　電極積層部２ａから接続部４０までの厚みの変化を、正極１０の正極材料塗布部１２か
ら接続部４０へ向かって見ていくと、まず、正極材料塗布端１２ａの位置で、正極材料の
塗布厚分だけ厚みが減少する。次に、負極材料塗布端２２ａで負極２０の厚み分だけ厚み
が減少し、さらに、セパレータ端３１でセパレータ３０の厚み分だけ厚みが減少する。そ
して、最終的には、非塗布部１３だけが正極リード３上に集められて、接続部４０へ達す
る。
【００２８】
　このように、もともとは電極積層部２ａの厚みと同じ広がり（間隔）を持っていた正極
集電体１１を集めて、超音波溶接等の溶接や圧着によって接続部４０を形成するため、接
続部４０の位置が電極積層部２ａに近すぎると、接続部４０の根元４０ａでは、アルミニ
ウム箔である正極集電体１１が強く折れ曲がり、箔切れを起こしやすい。特に、超音波溶
接では、ホーンは通常柔らかい部材側に当てて超音波振動を加えるので、正極リード３側
にアンビルを、正極集電体１１側にホーンを当てて溶接することが多い。このため、正極
集電体１１の箔切れは、ホーンとの境界部で起こりやすい。箔切れを防止するには、接続
部４０の位置を電極積層部２ａから十分に離し、正極集電体１１の折れ曲がりを抑制させ
ればよい。しかし、電極積層部２ａから接続部４０までの距離を大きくしすぎると、電池
全体のサイズ増大を招き、体積効率が悪くなる。そこで、接続部４０の位置は、両者のバ
ランスを取って設計する。
【００２９】
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　次に、負極側の構造について、図３を参照して詳細に説明する。
【００３０】
　負極２０は、銅箔からなりその両面の主要部分に負極材料が塗布された負極集電体２１
を有する。負極集電体２１は、電極積層部２ａの領域においてはその大部分が、負極材料
がその両面に塗布された負極材料塗布部２２となっており、また、負極集電体２１の１辺
からは、負極材料が塗布されていない部分である非塗布部２３が延びている。前述したよ
うに、負極材料塗布部２２の面積は、正極１０における正極材料塗布部１２の面積よりも
大きく、負極材料塗布部２２は正極材料塗布部１２を完全に覆っている。非塗布部２３は
、セパレータ端３１より外側に所定量離間した位置で、金属平板からなる負極リード４の
上に積み重ねた状態で集められ、溶接によって接続されている。
【００３１】
　この負極集電体１１の非塗布部２３と負極リード４との接続部４１の位置を決めるにあ
たっても、正極側と同様の注意が必要である。すなわち、接続部４１の位置は、体積効率
の向上と箔切れの問題との間でバランスを取って設計する。
【００３２】
　なお、図２に示したように、正極リード３の、外装材５，６と熱融着される領域には、
外装材５，６の熱融着に際し、金属板が間に介在することによる熱融着性の低下を防止す
るために、シーラント５１が設けられている。同様に、図３に示したように、負極リード
４の、外装材５，６と熱融着される領域にもシーラント５２が設けられている。さらに、
図２および図３に示すように、正極側および負極側の各接続部４０，４１は、それぞれ保
護フィルム５６，５７で覆われている。
【００３３】
　正極側の接続部４０および負極側の接続部４１のそれぞれの位置について、本発明者ら
が鋭意検討した結果、正極中継部２ｂでの正極材料塗布端１２ａと接続部４０の根元４０
ａとの正極リード３の引き出し方向における間隔をｂ、負極中継部２ｃでの正極１０の端
と接続部４１の根元４１ａとの負極リード４の引き出し方向における間隔をｃとしたとき
、ｃ＜ｂなる関係となるように、接続部４０，４１の位置を設計すると好ましいことが判
明した。
【００３４】
　例えば、正極材料塗布部１２を基準にして、その境界から正極リード３側の接続部４０
の位置を、超音波溶接時に正極集電体１１の箔切れが起こらないように設定した後、負極
リード４側の接続部４１の位置も、正極側で設定したのと同じ間隔（正極材料塗布端１２
ａから接続部４０の根元４０ａまでの間隔と同じ間隔）で設定していたのが従来の考え方
である。しかし、負極集電体２１の箔切れを起こさない接続部４１の位置としては、もっ
と電極積層部２ａに近接した方向に余裕があり、それだけ電極積層部２ａから負極側の接
続部４１までのサイズ（負極中継部２ｃのサイズ）を小さくしてスペース効率を高めるこ
とが可能であることが判明した。
【００３５】
　特に、本実施形態のように正負極で互いに対向する方向にリードを引き出したリチウム
イオン二次電池においては、リード引き出し方向の外装材サイズを縮めることができ、効
果が大きい。ちなみに、一つの辺から正負極のリードを引き出した構成の積層型電池にお
いても、負極側の接続部を電極積層部に近付けることにより負極中継部の体積を小さくす
ることができるし、正極側のリード引き出し部と負極側のリード引き出し部とで外形状が
異なることになるが、負極側のリード引き出し部の外装材部分だけ内側に小さくした形状
とすることもできる。
【００３６】
　上述のように、最適な接続部位置が正極と負極で異なる理由としては、以下のことが考
えられる。
【００３７】
　（１）正極と負極での集電体の厚みの違い：
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　まず言えることは、前述したとおり、リチウムイオン二次電池においては、負極集電体
２１は正極集電体１１より薄い金属箔を用いているため、負極側のほうが正極側と比べて
集電体を曲げやすく、それだけ接続部４１を近付けやすいということがある。
【００３８】
　（２）正極リード側と負極リード側での負極材料の塗布厚の違い：
　また、図２において、正極中継部２ｂ側での負極材料塗布端２２ａは、負極材料が塗布
された負極集電体２１を、塗布膜の上から切断するので、切り口がはっきりしている。一
方、負極リード４側においては、ドクターブレード法などで負極合剤を負極集電体２１の
上に塗布するとき、負極合剤の流れをシャッターで止めることによって塗布端を形成して
いるので、負極材料塗布部２２の端部では、厚さは鋭い段差とはならず、一般に０．５～
２ｍｍ程度の裾野を引いたテーパ状の塗布膜の終端となる。そのため、図３において、正
極１０の端部からはみ出した部分である０．５～２ｍｍ程度の部分は、負極２０の厚みが
薄くなりがちである。図２における正極リード３側では、負極２０の端部は規定厚さの負
極材料膜が終端まで形成されており曲がりにくいが、図３における正極１０からはみ出し
た領域では、上述した理由により、負極材料塗布部２２は、正極リード３側での負極２０
の端部と比べて曲がりやすい。
【００３９】
　したがって、負極リード４側においては、接続部４１に向かって負極集電体２１を集め
て溶接すると、正極１０のすぐ外側で負極材料塗布部２２が接続部４１に向かって湾曲す
る。また、外装材５，６で減圧封止した際にも、大気圧により負極２０が外装材５，６で
押し付けられ、やはり同様に正極１０のすぐ外側で、電池要素２の厚み方向における接続
部４１の高さ位置に向かって負極材料塗布部２２が曲げられることになる。
【００４０】
　（３）正極リード側と負極リード側での積層構造の違い：
　さらに、図２に示すように、正極リード３側では、負極２０の端部において、各負極２
０間にセパレータ３０と正極集電体１１の非塗布部１３が介在しているのに対して、図３
に示すように、負極リード４側では、負極材料塗布部２２が正極１０からはみ出した領域
においては、各負極２０間にセパレータ３０以外に部材は介在していない。セパレータ３
０は、薄い樹脂膜であり曲がりやすい。そのため、負極リード４側では正極１０の端部で
段差が大きく、曲がりやすい。
【００４１】
　以上のことにより、電極積層部２ａの構成部材が曲がりにくい領域の境界が、正極リー
ド３側では負極２０の端部となり、負極リード４側では正極１０の端部となる傾向がある
。また、フィルム状の外装材５，６で減圧封止した場合は、大気圧により負極２０が外装
材５，６で押し付けられられるが、このときの電池外形の平面的部分の境界も、上記の位
置と同じ位置となる傾向がある。
【００４２】
　そのため、正負極それぞれの接続部４０，４１の位置を、正極リード３側では負極２０
の端から、負極リード４側では正極１０の端からそれぞれ基準にして箔切れが生じない寸
法で設計すれば、最適な位置となる。リチウムイオン二次電池の場合、一般に負極材料の
塗布面積のほうが、正極材料の塗布面積と比較して大きい。このため、上記の指針で設計
した場合、必然的にｃ＜ｂとなる。その結果、正極１０と負極２０との積層枚数が、例え
ば合計で３０枚以上となるような、多い場合であっても、充放電に寄与する電極積層部２
ａより外側の領域のサイズを小さくしてスペース効率を向上しつつ、正極集電体１１およ
び負極集電体２１の箔切れを防止することができる。
【００４３】
　好ましくは、図２において、正極中継部２ｂでの負極２０の端部と、接続部４０の根元
４０ａとの、正極リード３の引き出し方向における間隔をｐとしたとき、この間隔ｐを、
図３に示した間隔ｃと実質的に同じ寸法となるように設計すれば、接続部４０，４１の位
置を最適に設計することができる。
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【００４４】
　間隔ｐは、間隔ｃと厳密に同じである必要はなく、上記の効果が得られる範囲で調整可
能である。具体的には、箔切れの生じやすい正極リード３側の寸法を基準にしてｃの寸法
を設計したとき、ｃが０．８ｐ以下であると箔切れの可能性が高くなり、一方で、ｃが１
．２ｐ以上になると、スペース効率の効果が得られにくくなる。したがって、０．８ｐ＜
ｃ＜１．２ｐの範囲であれば、本発明の効果は得られると考えられる。
【００４５】
　図４に、外装材に対する電池要素収納予定位置およびリード封止部シーラント予定位置
の好ましい位置をそれぞれ破線で示す。図４に示すように、外装材５，６の外形に対する
、電池要素２の収納部のためのカップ部６１の位置は、正極側と負極側とで対称である。
電極積層部２ａに対するシーラント５１，５２の位置関係は、正極側と負極側で異なって
おり、図４においてａ＋ｂと比較して、ｃ＋ｄは小さい。ここで、ｂ、ｃはそれぞれ前述
した間隔を意味する。また、ａは、図２に示すように、正極リード３側での接続部４０の
根元４０ａからシーラント５１までの間隔であり、ｄは、図３に示すように、負極リード
４側での接続部４１の根元４１ａからシーラント５２までの間隔である。
【００４６】
　シーラント５１，５２と外装材５，６との位置関係は、外装材５，６の端部をシール領
域とすることから正極側も負極側も同じであり、そのため、外装材５，６のカップ部６１
の領域の中で、電極積層部２ａの位置、特に、正極集電体１１における正極材料塗布部１
２の位置は、負極リード４側に偏っている。上述したように、負極２０の端部は、負極リ
ード４側に比べて正極リード３側のほうが曲がりにくくなっているため、電池要素２全体
の外形としては、平面的部分の境界は、負極リード４側では急峻に落ち込み、正極リード
３側ではそれと比べて緩やかな斜面となる、正極リード３側では平面的部分が負極端まで
広がっていると考えたほうが都合がよい。こうして、電極積層部２ａの位置を負極側に偏
らせることで、電池要素２の外形の平面的部分を、外装材５，６のカップ部６１の底面６
１ａに一致させやすくなる。このことにより、減圧封止したときに、外装材５，６の内容
物形状と外装材形状の不一致による外装材５，６への皺の発生が抑制される。特に、図４
に示したように、正極側と負極側で反転対称な形状の外装材５，６を用いたときに、この
効果は有効である。
【００４７】
　ここで、外装材５，６へのカップ部６１の加工は、深絞り成形によって行うことができ
、この際、ポンチの形状に起因して、カップ部６１の底面６１ａと側面６１ｂとの境界部
は、僅かではあるが湾曲した形状となる。したがって、カップ部６１への電池要素２の位
置を決めるにあたっては、このカップ部６１の湾曲部分も考慮し、電池要素２の平面的部
分が、カップ部６１の底面６１ａと側面６１ｂとの境界部の湾曲部分の内側に位置するよ
うに設定することが好ましい。
【００４８】
　以上、本発明の代表的な実施形態について説明したが、以下に、本発明が適用可能な積
層型電池の各部の構成について補足する。
【００４９】
　（電極リード）
　正極および負極のリードは、その材質として、Ａｌ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｆｅ、燐青銅
、真鍮、ステンレス、ＮｉメッキしたＣｕ、ＮｉメッキしたＡｌなどを用いることができ
、必要に応じて焼き鈍し処理を施してもよい。リードの厚さは、０．０８～１．０ｍｍが
好ましい。
【００５０】
　また、リードの少なくとも外装材と密着される部分に、外装材との密着性を向上させる
ための表面処理を施すことも好ましい。この種の表面処理としては、例えば、化学的エッ
チング処理などによる粗面化処理、電解化成による酸化被膜形成、部分アミノ化フェノー
ル系重合体と燐酸化合物とチタン化合物とからなる被膜形成、燐酸亜鉛系皮膜などによる
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耐食性皮膜下地処理、チタニウム系カップリング剤やアルミネート系カップリング剤など
による表面処理などが挙げられる。
【００５１】
　リードには、金属接着性樹脂を含む樹脂膜を予め融着しておくことが好ましい。金属接
着性樹脂としては、金属平板であるリード端子の表面に接着するものが用いられ、例えば
、酸変性ポリプロピレン、酸変性ポリエチレン、酸変性ポリ（エチレン－プロピレン）コ
ポリマー、アイオノマーなどが使用可能である。
【００５２】
　（外装材）
　外装材としては、電解液が漏洩しないように電池要素を覆うことが可能であって柔軟性
を有するものであれば特に限定されるものではないが、金属層と熱融着性樹脂層とを積層
したラミネートフィルムが特に好ましく用いられる。この種のラミネートフィルムとして
は、例えば、厚さ１０μｍ～１００μｍの金属箔に厚さ３μｍ～２００μｍの熱融着性樹
脂を貼りつけたものが使用できる。金属箔の材質としては、Ａｌ、Ｔｉ、Ｔｉ系合金、Ｆ
ｅ、ステンレス、Ｍｇ系合金などが使用できる。熱融着性樹脂としては、ポリプロピレン
、ポリエチレン、これらの酸変成物、ポリフェニレンサルファイド、ポリエチレンテレフ
タレートなどのポリエステル等、ポリアミド、エチレン－酢酸ビニル共重合体などが使用
できる。
【００５３】
　また、電池要素の収納部を構成するカップ部は、電池要素の厚み方向両面側の外装材に
形成してもよいし、片面側のみに形成してもよい。さらには、外装材にカップ部を形成せ
ず、外装材の柔軟性を利用して電池要素の外形に合わせて外装材を変形させることで電池
要素を封止する構成としてもよい。
【００５４】
　（正極および負極）
　正極は、放電時に正イオンを吸収するもの又は負イオンを放出するものであれば特に限
定されず、（ i）ＬｉＭｎＯ 2、ＬｉＭｎ 2Ｏ 4、ＬｉＣｏＯ 2、ＬｉＮｉＯ 2等や、スピネル
構造を持つマンガン酸リチウムなどの金属酸化物、（ ii）ポリアセチレン、ポリアニリン
等の導電性高分子、（ iii）一般式（Ｒ－Ｓｍ）ｎ（Ｒは脂肪族または芳香族、Ｓは硫黄
であり、ｍ、ｎは、ｍ≧１、ｎ≧１の整数である）で示されるジスルフィド化合物（ジチ
オグリコール、２、５－ジメルカプト－１、３、４－チアジアゾール、Ｓ－トリアジン－
２、４、６－トリチオール等）等の二次電池の正極材料として従来公知のものが使用でき
る。また、正極に正極活物質（図示せず）を適当な結着剤や機能性材料と混合して形成す
ることもできる。これらの結着剤としては、ポリフッ化ビニリデン等のハロゲン含有高分
子等が、機能性材料としては、電子伝導性を確保するためのアセチレンブラック、ポリピ
ロール、ポリアニリン等の導電性高分子、イオン伝導性を確保するための高分子電解質、
それらの複合体等が挙げられる。
【００５５】
　負極は、カチオンを吸蔵・放出可能な材料であれば特に限定されず、天然黒鉛、石炭・
石油ピッチ等を高温で熱処理して得られる黒鉛化炭素等の結晶質カーボン、石炭、石油ピ
ッチコークス、アセチレンピッチコークス等を熱処理して得られる非晶質カーボンなどが
使用できる。
【００５６】
　電池要素に含浸される電解液としては、例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカ
ーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネート
、γ―ブチロラクトン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－
メチルピロリドン、ｍ－クレゾール等の、二次電池の電解液として利用可能な極性の高い
塩基性溶媒に、ＬｉやＫ、Ｎａ等のアルカリ金属のカチオンとＣｌＯ 4

-、ＢＦ 4
-、ＰＦ 6

-

、ＣＦ 3ＳＯ 3
-、（ＣＦ 3ＳＯ 2） 2Ｎ

-、（Ｃ 2Ｆ 5ＳＯ 2） 2Ｎ
-、（ＣＦ 3ＳＯ 2） 3Ｃ

-、（Ｃ

2Ｆ 5ＳＯ 2） 3Ｃ
-等のハロゲンを含む化合物のアニオンからなる塩を溶解したものが挙げ
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られる。また、これらの塩基性溶媒からなる溶剤や電解質塩を単独、あるいは複数組み合
わせて用いることもできる。また、電解液を含むポリマーゲルとしたゲル状電解質として
もよい。また、スルホラン、ジオキサン、ジオキソラン、１，３―プロパンスルトン、テ
トラヒドロフラン、ビニレンカーボネートなどを微量添加してもよい。
【００５７】
　以上はリチウムイオン二次電池としての材料系であるが、本発明は鉛電池、ニッケルカ
ドミウム電池、ニッケル水素電池にも応用しうるものである。また本発明は、電池のみな
らず、電気二重層コンデンサ、非水電解液コンデンサなどにも応用しうるものである。
【実施例】
【００５８】
　以下、本発明の具体的な実施例を説明する。
【００５９】
　スピネル構造を持つマンガン酸リチウム粉末を含む正極合剤を、ドクターブレードを用
いて、正極集電体となる厚さ２０μｍのアルミニウム箔の両面に塗布した。全体の厚さは
１２５μｍとなった。正極合剤の塗布時には、シャッターの開閉により正極合剤の間欠塗
布を行うことで、非塗布部（正極集電体が露出している部分）も形成した。これを、正極
合剤の非塗布部も含めて、１３７ｍｍ×６５ｍｍのサイズで矩形に切り出し、正極とした
。こうして得られた正極を３２枚用意した。正極材料塗布部のサイズは、１２０ｍｍ×６
５ｍｍとし、その面積は７８００ｍｍ 2である。正極合剤の非塗布部の引き出し長さは、
この段階では１７ｍｍとなるが、後述するように電極積層体形成後に切り揃えて短くする
。
【００６０】
　一方、アモルファスカーボン粉末を含む負極合剤を、ドクターブレードを用いて、負極
集電体となる厚さ１０μｍの銅箔の両面に塗布した。全体の厚さは１１５μｍとなった。
これを、負極合剤の非塗布部も含めて、１３７ｍｍ×６９ｍｍのサイズで矩形に切り出し
、負極とした。こうして得られた負極を３３枚用意した。負極材料塗布部のサイズは、１
２４ｍｍ×６９ｍｍとし、その面積は８５５６ｍｍ 2である。負極合剤の非塗布部の引き
出し長さは、この段階では１３ｍｍとなるが、後述するように電極積層体形成後に切り揃
えて短くする。
【００６１】
　上記のようにして用意した正極と負極を、ポリプロピレン製の厚さ２５μｍの微多孔フ
ィルムからなるセパレータを介して、最外層が負極となるように交互に積層し、電極積層
体を得た。正極と負極の積層に際しては、正極合剤非塗布部と負極合剤非塗布部とが対向
する側となるように、正極および負極の向きを揃えた。セパレータは、４辺それぞれ負極
塗布領域よりも２ｍｍずつはみ出すように寸法設計および位置出しを行った。
【００６２】
　次に、正負極の非塗布部と正負極リードとを接続する前に、その接続予定部に正負極の
非塗布部をそれぞれ集めてクリップで押さえた。この状態で、正極の非塗布部については
、正極の積層方向について中央の正極合剤塗布部端からの引き出し長さが１２．５ｍｍと
なる位置で、全層の正極非塗布部を一括して切断し、切り揃えた。負極についても同様に
、負極の積層方向について中央の負極合剤塗布部端からの引き出し長さが８．５ｍｍとな
る位置で、全層の負極非塗布部を一括して切断し、切り揃えた。
【００６３】
　次に、正極リードとなる厚さ０．１ｍｍのアルミニウム板の上に、３２枚の正極の正極
材料非塗布部を集め、正極材料非塗布部側にホーンを当てて超音波溶接した。同様に、負
極リードとなる厚さ０．１ｍｍのニッケル板の上に、３３枚の負極の負極材料非塗布部を
集め、負極材料非塗布部側にホーンを当てて超音波溶接した。次いで、正極リードおよび
負極リードに、それぞれ変成ポリプロピレンからなるシーラントを熱融着した。
【００６４】
　図２および図３における各部の寸法は、ａ＝５．５ｍｍ、ｂ＝８．５ｍｍ、ｐ＝６．５
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ｍｍ、ｃ＝６．５ｍｍ、ｄ＝５．５とした。また、リードの引き出し方向における正極中
継部２ｂの長さは１２．５ｍｍ、負極中継部２ｃの長さは１０．５ｍｍとした（そのうち
２ｍｍは負極合剤が塗布されている）。正極（アルミニウム箔）および負極（銅箔）は、
それぞれ箔切れもなく良好に正極リードおよび負極リードに溶接できた。また、溶接後の
負極材料非塗布部の引き出し側（以下、単に負極側という）の、負極材料塗布領域境界近
傍は、負極リードとの溶接部に向かって湾曲していた。
【００６５】
　比較のため、ｂの寸法を上記の値より小さくすることを試みたが、アルミニウム箔が箔
切れしやすかった。
【００６６】
　次に、図４に示すような外形（正負極側で対称の形状）の外装材に、電解液を含ませた
上記電極積層体を収納して減圧封止した。外装材は、４０μｍ厚のアルミニウム層と４０
μｍ厚のポリプロピレン樹脂層との積層フィルムをカップ状に深絞り成形したものである
。外装材と電極積層体との相互位置は、図４に示すように、シーラント位置は正負極側と
も外装材基準で同じ位置に合わせ、電極積層部は負極側に偏らせた。正極材料塗布部から
外装材のカップ部底面の端までの間隔は、正極側で４ｍｍ、負極側で２ｍｍとなるように
した。カップ部の深さを適宜定めることで、減圧封止しても外装材に皺は発生せずスムー
ズな外形表面とすることができた。
【００６７】
　比較のため、同じ外装材を用いて上記間隔を正負極側とも３ｍｍとなる位置関係で減圧
封止したところ、外装材には４隅付近に皺が発生した。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の一実施形態による積層型電池の分解斜視図である。
【図２】図１に示す積層型電池の正極中継部近傍の詳細な構造を示す断面図である。
【図３】図１に示す積層型電池の負極中継部近傍の詳細な構造を示す断面図である。
【図４】図１に示す積層型電池の平面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　積層型電池
　２　　電池要素
　２ａ　　電極積層部
　２ｂ　　正極中継部
　２ｃ　　負極中継部
　３　　正極リード
　４　　負極リード
　５，６　　外装材
　１０　　正極
　１１　　正極集電体
　１２　　正極材料塗布部
　１２ａ　　正極材料塗布端
　１３　　（正極材料の）非塗布部
　２０　　負極
　２１　　負極集電体
　２２　　負極材料塗布部
　２２ａ　　負極材料塗布端
　２３　（負極材料の）非塗布部
　３０　　セパレータ
　３１　　セパレータ端
　４０，４１　　接続部
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　４０ａ，４１ａ　　根元

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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